
 

 ２０２５年（令和７年）の年末調整について 
2025年12月2日 

1.​  年末調整に必要なデータ入力の画面 
個人マスター登録　⇒　年末調整データ(1)　 
 

 
 
個人マスター登録　⇒　年末調整データ(2)　 
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2.​ 「基礎控除の額」と「配偶者（特別）控除の額」の自動計算について​

 
 
「基礎控除の額」と「配偶者（特別）控除の額」は手入力もできますが、今年から自動計算できるように機能を追加
しております。 
自動計算をする場合は、次の操作を行ってください。 

 
 

【手順１】 
今年の給与の計算を全て行ってください。 

 
 

 
【手順２】 
メインメニュー　⇒　基礎控除等計算　⇒　個人マスター　を開くと次の画面になります。 

 

 
 
 
 
【手順３】​
必要に応じて、各列に数字を記入してください。 
 
※注意 
左３列（前課税支給額、所得金額調整控除額、通勤手当非課税調整）の数字は、ここで数字を編集すると、個人
マスター登録の年末調整データ(1)の数字も自動で変更されます。 
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【手順４】​
「自動計算」タブを押すと、次の表示がでます。 

 
 
 
【手順５】​
「３実行」ボタンを押すと、各種金額が計算されて表に表示されます。 
内容を見て、問題がないことを確認してください。 
 
 
 
【手順６】​
「５個人マスターへ反映」ボタンを押してください。 
 
 
 
【手順７】 
メインメニュー　⇒　個人マスター登録　⇒　年末調整データ(1)　にて金額の確認をしてください。 

 
 

 
※注意 
メインメニュー　⇒　個人マスター登録　⇒　年末調整データ(1) 
の画面で、金額を手入力した後に 
メインメニュー　⇒　基礎控除等計算　⇒　自動計算 
の画面で、「５個人マスターへ反映」ボタンを押すと「年末調整データ(1)」で手入力した金額が変更されます。
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3.​ 「非課税額の調整額」について 
「非課税額」が引き上げられました。 
2025年4月からさかのぼって調整しますので、非課税の差額をここに記入してください。​
例では、非課税額が5,000円多くなります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

以上 
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